
アスベスト含有の可能性がある製品の処分フロー
（主に珪藻土マット、珪藻土コースター等）

販売店・メーカー回収対象の製品ですか？

販売店・メーカーに

回収依頼をして下さい

破砕ごみ・粗大ごみとして集積場に出すか、

環境センターへ自己搬入してください。

販売店・メーカーが分かりますか？

販売店・メーカーに連絡し、

回収対象製品かどうか確認

して下さい。


